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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、東日本高速道路株式会社（以下「会社」という。）の契約に関する事務に関して、

公正性、透明性、競争性を確保し、適正かつ円滑に事務を処理するために必要な事項を定めること

を目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、会社が行う工事等の請負等並びに物品等の購買等に適用する。 

２ 会社における契約は、会社における契約手続を律する法令及び他の規程等によるもののほか、こ

の規程に定めるところによる。 

（契約責任者及び検査責任者） 

第３条 この規程における契約責任者及び検査責任者並びにその職務の範囲については、次の各号に

掲げるところによる。 

 一 契約責任者 契約、会社の支出の原因となる行為及び会社に対する契約の履行についての監督 

 二 検査責任者 会社に対する契約の履行についての検査 

２ 前項の契約責任者及び検査責任者は、本社、支社及び事務所に置く。 

第２章 契約手続 

（契約の方法） 

第４条 契約責任者は、契約を締結しようとするときは、競争契約による。ただし、次の各号に掲げ

る場合には、随意契約によることができる。 

 一 契約の性質又は目的が競争に適しない場合 

 二 緊急の必要により競争に付することができない場合 

 三 競争に付することが不利と認められる場合 

 四 その他業務運営上特に必要がある場合 

（競争参加資格） 

第５条 技術本部長は、必要があると認める場合は、あらかじめ契約の種類ごとに、競争に参加する

ために必要な資格を定めることができる。 

 （競争参加条件） 

第６条 契約責任者は、必要があると認める場合は、契約ごとに、競争に参加する者の条件を決定す

ることができる。 

 （競争参加保証金） 

第７条 契約責任者は、必要があると認める場合は、競争に参加する者に対し、競争に参加するため

に必要な保証金の支払を求めることができる。 

 （契約制限価格） 

第８条 契約責任者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約にかかる契約制限価格
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を設定しなければならない。ただし、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質上契約制限価格の設

定を要しないと認められるものについては、契約制限価格の設定を省略することができる。 

 （契約の締結） 

第９条 契約責任者は、契約制限価格の範囲内で契約の相手方を決定することとし、遅滞なく、その

履行に関し必要な条件を記載した契約書を作成して、契約を締結しなければならない。ただし、契

約の内容が軽易なものについては、契約書の作成を省略し、又はこれに代る書類をもって処理する

ことができる。 

（契約保証金） 

第１０条 契約責任者は、契約を締結するときは、契約の相手方に対し、契約を締結するために必要

な契約保証金の支払を求めなければならない。ただし、契約責任者が必要がないと認めるときは、

この限りでない。 

第３章 監督・検査 

（監督） 

第１１条 契約責任者は、契約を締結したのちは、当該契約にかかる履行の状況を監督しなければな

らない。ただし、契約の性質上又は内容が監督を要しないと認められるものについては、この限り

ではない。 

 （検査） 

第１２条 検査責任者は、契約の相手方が当該契約にかかる履行を完了したとき又は履行中において

特に必要があると認めるときは、その履行の結果を検査しなければならない。ただし、契約の性質

又は内容が検査を要しないと認められるものについては、この限りではない。 

第４章 雑則 

（契約台帳） 

第１３条 契約責任者は、契約を締結したときは、特に軽微な契約を除き、そのつど、契約台帳をも

って必要な事項を明確にしておかなければならない。 

（他の関係する契約責任者への通知） 

第１４条 契約責任者は、契約を締結した場合において、当該契約の履行について必要があると認め

るときは、そのつど他の関係する契約責任者に、契約を締結したこと、その他必要な事項を通知し、

又は依頼しなければならない。 

（報告事項） 

第１５条 支社長は、契約の種類ごとに、契約の締結状況を技術本部長に報告しなければならない。 

（実施手続等） 

第１６条 この規程を実施するために必要な事項及び手続については、別に定める。 

附 則   

 この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年６月２９日規程第８号） 

 この規程は、平成１８年７月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月１日規程第２１号） 

 この規程は、平成１９年３月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２４日規程第３１号） 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 


